
　　　　　　

「技能講習修了証明書発行事務局」　（東京都港区芝５－３５－２　安全衛生総合会館　４F　

TEL０３－３４５２－３３７１）に申し出て下さい。　

*当支部では、平成31年4月より再試験制度を導入しました。修了試験を受けたものの不合格と

なった場合、再試験の申し込み（要再試験料消費税込4,500円、石綿含有建材調査者講習は

7,500円）ができ、受講料が無駄になりません。詳しくはホームページをご覧ください。

-12-

※2 　令和 8年11月17日

※3   令和 9年 7月10日

　適格請求書発行事業者登録番号：T5-0104-0500-1851

*当支部では、「鋼橋架設等作業主任者技能講習」「コンクリート橋架設等作業主任者技能教習」

の２つの講習については平成１１年以降開催していません。また制度上この２つの講習に係る

「講習修了証の再交付・書換え」の処理が出来ませんので、「再交付・書換え」の手続きは、　

第１３－３号※2 　特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

第　２号※3 　建築物石綿含有建材調査者講習

 登録の有効期間の満了日   令和11年 3月30日

※1 　令和 8年 6月14日

第３９－１号　　　　　　車両系建設機械（解体用）運転技能講習

第４０－１号　　　　　　不整地運搬車運転技能講習

第４１－１号　　　　　　高所作業車運転技能講習

第３５－１号　　　　　　コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習

第１９－１号　       　車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習

第２０－７号　　　　　玉掛け技能講習

第５０－３号※1　　　　　　石綿作業主任者技能講習

第４５－１号　　　　　　建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習

第３４－３号　　　　　　木造建築物の組立て等作業主任者技能講習

第　４－１号　　　　　　地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習

第　９－１号　　　　　　型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習

第１０－４号　　　　　　足場の組立て等作業主任者技能講習

　　　建設業労働災害防止協会三重県支部長は、建設業労働災害防止協会会長から業務委任を

　　受け、三重労働局長に申請を行い、労働安全衛生法第７７条等に定める登録教習機関等として、

　　以下の労働安全衛生法第７６条等に定める技能講習等を実施しています。

登 録 番 号 登 録 し た 技 能 講 習 等 の 区 分


